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“９条ポスター”普及１万枚を突破！ 
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 憲法会議が作成した「９条ポスター」が、普及開始いらい１ヶ月で１万枚を突破

しました。1000枚以上活用しているいくつかの県憲法会議の奮闘はあるものの、注
文件数で圧倒的多数を占めるのは、個人です。５枚、10枚の注文で、「家に張り、
友人にもプレゼントする」などと、注文の動機を語っています。 
                     

畑の横に雨よけをつけて 
全国でもきわだった取り組みをして

いるのが長野県・信州新町のＳさん。

これまで、１人で 360枚を申し込んで
きています。友人の協力も得ながら、

同級生、テニス仲間、町会議員から町

長まで、「家の中でも外でも、トイレや

物置でも張ってくれ」と訴えています。 
町会議員からは、「これが９条か。い

いじゃないか」の感想も。ある議員（無

所属・男・60代）は、受け取ったポス
ターを雨よけの箱に入れて、畑の横の

目立つところに立ててくれました。   
Ｓさんは、12月、１月にかけて、部
落 180世帯全部を訪問し、ポスター張
りをお願いすることにしています。 
このほかにも、「全商連からきたポ

スター１枚を事務所に張ったら“大好

評”、 
少ないが 30 枚送ってください」（埼
玉・民商）、「地域に張り出すので 200
枚欲しい」（京都・地域革新懇）など。  
友人に プレゼントしたという静岡

のＡさん、「“これが９条ですか、条文

を見たのは初めてです”という人が少

なくないのに驚きました」と語ってい

ます。 
憲法会議ではいっそうの普及をめざ

しています。 
 
学習・宣伝のすそ野拡大めざし 
憲法会議は、憲法改悪を阻止する国

民的運動をまきおこすためは学習・宣

伝活動のすそ野を広げることが重要と

の担当常任幹事会の討議をもとに、労

働者教育協会（学習の友社）との協議

をおこなっています。 

少なくない「これが９条か」の声 



これまでの協議で、当面、自由法曹

団の協力も呼びかけながら、次のよう

な学習・宣伝の体制をとることにして

います。 
①憲法問題学習のためのブックレッ

トを「学習の友社」から発行する。（来

年３月予定） 
②無数の学習会を組織するため、講

師団を編成する。その中核となる人び

とのための講座を来年早々に開催する。 
③随時、資料集を発行し、各地の学

習運動に役立てる。 
なお、憲法会議としは、大量に普及

できるリーフレットを作成中で、１月

末までに完成の予定です。 
 

地方憲法会議のうごき 
【島根】 憲法会議は 11 月 27 日、
第５回市民憲法フォーラムを開催しま

した。テーマは「イラク派兵問題と改

憲問題の急展開―草の根から憲法改悪

阻止の共同の輪を広げるために」で、

渡辺久丸・島根大学名誉教授が講演し

ました。 
【鳥取西部】 鳥取西部地区憲法会

議は、「憲法守れ、有事法制、自衛隊海

外派兵許すな！西部地区連絡会」と共

催で、１２月 13 日、憲法講演会「イ
ラクへの自衛隊派兵はなぜ問題か―日

本国憲法の立場から考える」を開催し

ます。講師は、渡辺久丸・島根大学名

誉教授。米子コンベンションセンター

で。参加費 300円。 
 
憲法会議の結成や活動強化へ 
憲法をめぐる重大な情勢に対応する

ため、憲法会議の結成、活動強化をめ 

 
財界のイラク派兵の論理 
 
経済同友会の北城恪太郎代表幹事

は、１２月 2 日の定例記者会見で、
財界が自衛隊派兵を求める理由を次

のように述べました。なお、経済同

友会は会内に「憲法調査会」を設置

し、憲法改悪を求める意見書をまと

めています。 
「自衛隊の派遣は、国連決議に基

づく人道復興支援が目的であり、日

本を含む各々の国の判断で人道支援

を行っている。日本と欧州諸国との

違いは、一つはエネルギーの観点で、

中東に多く依存している以上この地

域の治安の安定はわが国にとって重

要な課題であり、国益を考える際に

イラクの復興支援は重要な問題であ

ることだ。もうひとつは、米国との

関係も貿易を含めた関係という観点

で、欧州諸国よりも米国との関係が

強固であり、日米の相互依存関係が

ある。エネルギーの観点で、また、

安全保障にとどまらず貿易を含む日

米関係を考えても、自衛隊の派遣は

必要な処置ではないかと思う」 
 
ざす努力が各地で強められています。 
 秋田憲法会議は来年１月 17 日、川
村俊夫中央憲法会議事務局長をむかえ

て総会を開き、体制の抜本的強化をは

かることにしています。 
 奈良では、長年の開店休業情況を克

服し、憲法会議の活動再開をめざす取

り組みが自由法曹団や革新懇の有志な

どによっておこなわれています。 
 高知では、憲法会議の活動強化をは

かるため、県労連が役員を配置するこ

とを決めました。 


